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１．クレームのカテゴリーに関する課題

コンピュータソフトウエア関連発明の特許明細書を作成するにあたり、クレームをドラフティ
ングする上で発明のカテゴリーをどのように規定するかが問題となる。とりわけ、日本国内では
なく、米国、欧州、中国といった外国出願も考慮する場合は、各国の審査状況等に合わせたカテ
ゴリーの選択が重要になる。本稿では、国内出願および外国出願におけるクレーム発明のカテゴ
リーの選択方法について考察したい。

２．日本出願におけるクレーム発明のカテゴリー

⑴　特許法の規定について
特許法第２条第３項では、発明の実施について以下のように規定されている。

３　この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一　物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲
渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含
む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）
をする行為
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第７回　クレームのカテゴリー

第四次産業革命が推し進められ、IoTやAI等の新たな技術が進展する中、ICTを利用して
ビジネス方法を実現するビジネス関連発明の利活用に注目が集まっている。ビジネス関連発
明の特許出願件数は、2000年に生じた出願ブーム後に一旦は減少傾向となったものの、モノ
からコトへの産業構造の変化が進む中で2012年頃から現在に至るまで増加傾向にある。この
ようなビジネス関連発明は、発明の実施において主にソフトウエアを利用するコンピュータ
ソフトウエア関連発明として規定することができるが、コンピュータソフトウエア関連発明
の特許明細書を作成するにあたり一般的な物の発明とは異なる様々な留意点がある。本連載
では、コンピュータソフトウエア関連発明独特の特許明細書の書き方について考えてみた
い。
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二　方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三　物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物
の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

このように、発明のカテゴリーとしては大別して「物（プログラムを含む）」「方法」「物を生
産する方法」の３つがある。このうち、物を生産する方法はコンピュータソフトウエア関連発明
とは直接の関係がないため本稿では検討を除外する。また、コンピュータソフトウエア関連発明
では、特許法第２条第３項第１号に規定する「物」として、プログラム、装置、複数の装置から
なるシステム、記録媒体、およびデータ（データ構造）を挙げることができる。
また、請求項に係るソフトウエア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当
するためには、ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されて
いることが求められる。より詳細には、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働することによ
って、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されることが必要とされ
る。
本稿では、方法クレーム、プログラムクレーム、装置クレーム、システムクレーム、記録媒体
クレーム、およびデータ（データ構造）の各々のカテゴリーについて検討したい。

⑵　方法クレーム
コンピュータソフトウエアは、コンピュータの動作に関するプログラム、その他コンピュータ
による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう。また、プログラムとは、
コンピュータが行うべき処理を順序立てて記述したものであり、プログラムにより複数の処理が
順次行われるのが一般的であるため、第一義的にはコンピュータソフトウエア関連発明は複数の
処理を順次行う方法クレームまたはプログラムクレームにより規定するのが本筋であると考えら
れる。
審査基準では、方法の発明について、「出願人は、ソフトウエア関連発明を、時系列につなが
った一連の処理又は操作、すなわち手順として表現できるときに、その手順を特定することによ
り、方法の発明として請求項に記載することができる｣と規定されている。
方法クレームでは、各ステップにおける動作の主体を特定する必要がある。例えば、審査基準
に掲載されている下記の例１のクレームでは、各ステップにおける動作の主体が特定されたこと
にならないとして、明確性要件違反となる。

例１：
コンピュータを用いて、顧客からの商品の注文を受け付けるステップと、注文された商品の在
庫を調べるステップと、当該商品の在庫がある場合は当該商品が発送可能であることを前記顧客
に返答し、当該商品の在庫がない場合は当該商品が発送不能であることを前記顧客に返答するス
テップを実行する受注方法。 
上記の例１では「コンピュータを用いて」という曖昧な日本語表現が含まれており、各ステッ
プが「人間がコンピュータを操作することにより人為的に行われる」態様を含むため、請求項の
記載から一の発明を明確に把握することができないからである。このため、方法クレームであっ
ても各ステップを実行する手段をコンピュータが備えることを明確に規定することが望ましいと
考えられる。
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⑶　プログラムクレーム
上述したように、コンピュータソフトウエア関連発明についてクレームのドラフティングを行
うにあたり、方法クレームとともに、複数の処理を順次行うプログラムクレームを立てることが
望ましい。プログラムの発明の実施行為としては、方法クレームや装置クレームと異なり、電気
通信回線を通じた提供も含まれる。このため、例えばある組織の装置においてプログラムを実行
することによりコンピュータソフトウエア関連発明が実施される場合に、ソフトウエアの開発会
社がこの組織の装置にプログラムを通信により供給する行為もプログラムの発明の実施行為に含
まれるため、プログラム発明の特許権者はソフトウエアの開発会社に対して侵害行為を問うこと
ができるようになる。これは方法クレームや装置クレームにはないプログラムクレームを立てる
メリットであると考えられる。
審査基準では、コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」を、「物の発明」

として以下のように請求項に記載することができると規定されている。

例２：コンピュータに手順A、手順B、手順C、…を実行させるためのプログラム。
例３：コンピュータを手段A、手段B、手段C、…として機能させるためのプログラム。
例４：コンピュータに機能A、機能B、機能C、…を実現させるためのプログラム。

なお、審査基準では、プログラムはコンピュータを手段として機能させるものではあるが、プ
ログラムそのものが手段として機能するものではないと記載されている。このため、クレームに
おいて「Ａ手段、Ｂ手段、Ｃ手段を備えたプログラム。」と記載した場合には、プログラムその
ものが機能手段を備えていることはあり得ないとして、請求項に係る発明を明確に把握すること
ができないため発明が不明確であると認定される点に留意されたい。 

⑷　装置クレーム
上述したように、ソフトウエア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当す
るためには、ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている
ことが求められるが、ハードウエア資源そのもの（例えば、物理的装置としてのコンピュータ、
その構成要素であるCPU、メモリ、入力装置、出力装置又はコンピュータに接続された物理的
装置）をクレームで規定する方法もある。装置クレームの書き方としては、大別して以下の２つ
の方法が考えられる。

例５：第１の方法
Ａ手段と、
Ｂ手段と、
Ｃ手段と、
を備えた装置。

例６：第２の方法
プログラムを実行することにより、
Ａステップと、
Ｂステップと、
Ｃステップと、
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を行う装置。

上述した第１の方法は装置クレームのクラシックな記載方法であり、各手段にはコンピュータ
等により実行される機能（具体的には、受信手段、処理手段、送信手段等）が記載される。一方、
第２の方法は実質的に方法クレームに合わせた書き方であるが、米国特許出願では第１の方法よ
りも第２の方法の書き方がよく見られる。
装置クレームは方法クレームと異なり物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等
の申出も発明の実施に該当するため権利侵害となる実施の行為の範囲が広くなる。しかし、後述
するように、侵害行為が複数主体にまたがる場合は、ある侵害者の行為が構成要件の全てを満た
さないとして非侵害であると認定されるおそれもあるので留意が必要である。

⑸　システムクレーム
コンピュータソフトウエア関連発明が複数の装置により実施され、どの装置でどの処理が行わ
れるかについて様々なバリエーションがある場合は、下記の例７のように、複数の装置を備えた
システムのクレームを規定し、どの装置でどの処理が行われるかを限定しない書き方が考えられ
る。なお、この場合は、明細書中にどの装置でどの処理が行われるかについて複数の実施形態を
示すとともに、それに限定されないことを明記することが望ましい。また、このようなシステム
クレームを規定しておくと、侵害訴訟において複数の侵害者が各装置で侵害行為を分担して行っ
ている場合でも、ある主体（例えば、サーバ装置の所有者）がシステム全体を支配管理している
ときは侵害主体を一つに絞ることができる可能性がある。

例７：
装置ａと、装置ｂと、装置ｃとを備えたシステムであって、プログラムを実行することによ
り、
Ａステップと、
Ｂステップと、
Ｃステップと、
を行うシステム。

⑹　記録媒体クレーム
審査基準によれば、記録媒体は、「プログラムのインストール、実行、プログラムの流通など
のために用いられる、プログラムが記録されたコンピュータで読み取り可能な記録媒体」として
規定される。審査基準において、記憶媒体のクレームの規定方法として以下に示す例が示されて
いる。

例８：コンピュータに手順A、手順B、手順C、…を実行させるためのプログラムを記録したコン
ピュータ読み取り可能な記録媒体。
例９：コンピュータを手段A、手段B、手段C、…として機能させるためのプログラムを記録した
コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
例10：コンピュータに機能A、機能B、機能C、…を実現させるためのプログラムを記録したコン
ピュータ読み取り可能な記録媒体。
例11：データ要素A、データ要素B、データ要素C、…を含む構造を有するデータを記録したコン
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ピュータ読み取り可能な記録媒体。

概して記録媒体はプログラムが記録されたものであるため、プログラムクレームを立てておけ
ば記録媒体のクレームは必要ないという考え方もある。しかしながら、例えばある組織の装置に
おいてプログラムを実行することによりコンピュータソフトウエア関連発明が実施される場合
に、プログラムの開発会社がこの装置を所有する組織にプログラムが記録された記録媒体（例え
ば、CD-ROMやUSB等）を譲渡する行為も実施行為に含まれるため、より広い範囲の実施行為
をカバーするには記録媒体のクレームを規定しておく方法も考えられる。また、後述するように
米国出願ではプログラムクレームを立てることができないため、代わりに記録媒体クレームを立
てておく必要がある。

⑺　データ（データ構造）クレーム
審査基準によれば、データ構造は、データ要素間の相互関係で表される、データの有する論理
的構造をいう。審査基準によれば、データの有する構造によりコンピュータが行う情報処理が規
定される「構造を有するデータ」または「データ構造」を、以下の例のように物の発明として請
求項に記載することができる。

例12：データ要素A、データ要素B、データ要素C、…を含む構造を有するデータ。
例13：データ要素A、データ要素B、データ要素C、…を含むデータ構造。

また、審査基準によれば、審査官は、「構造を有するデータ」及び「データ構造」がプログラ
ムに準ずるもの、すなわち、データの有する構造がコンピュータの処理を規定するものという点
でプログラムに類似する性質を有するものであるか否かを判断する。「構造を有するデータ」及
び「データ構造」がプログラムに準ずるものである場合には、これらはコンピュータソフトウエ
アと判断され、「構造を有するデータ」及び「データ構造」であっても、プログラムに準ずるも
のでない場合には、これらはソフトウエアと判断されない。
このようなデータ構造については、実務において経験する機会は少なく、また、どのように審
査されるのかについても不明な部分が多い。しかしながら、データの組み合わせに技術的特徴が
ある場合は、データ構造のクレームを規定するのも一つの方法である。
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３．権利行使時における実施の態様とクレームのカテゴリーについて

権利行使時における実施の態様として、侵害者がソフトウエア開発会社またはサービス提供会
社であるか、また、BtoBビジネスであるかBtoCビジネスであるか等、様々なケースが考えられ
る。そして、ビジネスの態様によって取得すべき特許権のクレームのカテゴリーも異なる。本章
では様々なビジネスの態様の各々に関して有効なクレームのカテゴリーを検討したい。

⑴　ソフトウエア開発会社によるBtoCビジネス

ソフトウエア開発会社が一般消費者向けにソフトウエアの販売を行うにあたり、このソフトウ
エアに含まれる技術的特徴を特許権により保護したい場合に、ソフトウエア開発会社はどのよう
なカテゴリーのクレームを立てるべきであろうか。一般消費者は特許法第68条に規定される「業
として」特許発明を実施するという要件を満たさない可能性が高く、また、一般消費者がスモー
ルビジネス等で業として特許発明を実施する場合でも競合会社が販売するソフトウエアを実施す
る一般消費者の特定が難しいため、「装置（システムを含む）」や「方法」のクレームを規定した
場合には一般消費者を被告とする侵害訴訟を提起するのは難しい。
また、「装置」や「方法」のクレームを規定した場合に、競合のソフトウエア開発会社が自社
の特許権を侵害するソフトウエアを一般消費者に販売した場合でも、この会社自体が装置や方法
を実施するわけではないのでソフトウエア開発会社に対して直接侵害を問うことはできない。こ
のため、間接侵害により競合会社に対して侵害訴訟を起こすことが考えられる。この場合でも、
上述したように一般消費者が競合のソフトウエア開発会社から譲渡されたソフトウエアを業とし
て実施していないときは、裁判所が間接侵害における「独立説」を採用した場合は間接侵害が成
立するが「従属説」を採用した場合は間接侵害が成立しない点に留意が必要である。
これに対し、「プログラム」「記録媒体」「データ構造」のクレームを規定した場合は、競合の
ソフトウエア開発会社が自社の特許権を侵害するソフトウエアを一般消費者に販売する行為は特
許法第２条第３項第１号に規定する「電気通信回線を通じた提供を含む譲渡」に該当するため、
自社の特許権を侵害するソフトウエアを販売する競合のソフトウエア開発会社に対して直接侵害
による侵害訴訟を提起することが可能となる。この際に、ソフトウエア開発会社が一般消費者に
ソフトウエアを販売するルートとして、ソフトウエアが記録されたCD-ROM等の記録媒体のパ
ッケージ販売およびインターネット回線を通じた提供等が考えられる。クレームのカテゴリーが
記録媒体である場合は前者の実施行為は侵害となるが後者の実施行為は直接侵害とならない。一
方、クレーム発明のカテゴリーがプログラムやデータ構造である場合は、プログラムやデータ構
造が記録された記録媒体の販売も特許法第２条第３項第１号に規定する譲渡に含まれると考えら
れる。しかしながら、記録媒体に記録されているプログラム全体における特許権に係るプログラ
ムやデータ構造の寄与率が小さい場合は損害賠償請求における損害額も低く算出されるおそれが
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あるため、記録媒体自体を規定したクレームの方が損害賠償額が高くなる可能性もある。

⑵　ソフトウエア開発会社によるBtoBビジネス

一方、ソフトウエア開発会社が事業会社にソフトウエアを販売し、事業会社がこのソフトウエ
アを用いて一般消費者にサービスを提供する場合はどのようなカテゴリーのクレームが望ましい
であろうか。
上述したソフトウエア開発会社によるBtoCビジネスと同様に、「プログラム」「記録媒体」「デ
ータ構造」のクレームを規定した場合は、競合のソフトウエア開発会社が自社の特許権を侵害す
るソフトウエアを一般消費者に販売する行為について直接侵害による侵害訴訟を提起することが
できる。一方、「装置」「方法」のクレームを規定した場合でも、事業会社がソフトウエアを用い
て一般消費者にサービスを提供する行為は特許法第２条第３項第１号に規定する譲渡に該当する
ために業としての実施となり、競合のソフトウエア開発会社からソフトウエアを購入した事業会
社に対して直接侵害による侵害訴訟を提起したり、この競合のソフトウエア開発会社に対して間
接侵害による侵害訴訟を提起したりすることが可能になる。
なお、プログラムや記録媒体が市販され入手が容易であるBtoCビジネスに対し、ソフトウエ
ア開発会社が事業会社にプログラムや記録媒体を直接販売するBtoBビジネスでは、競合のソフ
トウエア開発会社が販売するプログラムや記録媒体の情報を入手するのが難しい場合がある。ま
た、そもそも、自社の特許権を侵害するソフトウエアを事業会社に譲渡したソフトウエア開発会
社を特定するのが難しい場合もある。このように、ソフトウエア開発会社によるBtoBビジネス
では侵害検出性がBtoCビジネスと比較して難しくなることが考えられるため、侵害検出性が高
くなるようなクレームドラフティングが求められる。
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⑶　事業会社によるBtoCビジネス

次に、ソフトウエア開発会社からソフトウエアの提供を受けた事業会社が当該ソフトウエアに
関する特許権を取得している場合について検討する。競合の事業会社が自社の特許権を侵害する
ソフトウエアを用いて一般消費者にサービスを提供している場合は、クレームのカテゴリーが
「装置（システムを含む）」「方法」「プログラム」「データ構造」であるときにこのような行為は
業としての実施に該当するため直接侵害による侵害訴訟を提起することができると考えられる。
この際に、競合の事業会社のサーバ装置と、一般消費者のユーザ端末（例えば、スマートフォ
ン等）とが連携して処理を行うことにより自社の特許権を侵害するサービスを実現する場合もあ
る。この場合は、クレームに規定される構成要素の全てを競合会社の行為が充足しないとして
（すなわち、クレームに規定される構成要素の一部が一般消費者のユーザ端末により行われるこ
とにより）、非侵害であるとみなされる可能性もある。このような場合に備えて、クレームドラ
フティングを行うにあたり、極力競合の事業会社のみが実施する行為を構成要素として挙げてお
くことが望ましい。
また、競合の事業会社が更に他の会社のクラウドサービスを利用して自社の特許権を侵害する
サービスを一般消費者に提供する場合もある。この場合はクレームのカテゴリーが「装置」であ
る場合は競合の事業会社がこのような装置を備えていないとして非侵害であるとみなされるおそ
れがある。一方、クレームのカテゴリーが「方法」「プログラム」である場合は、クラウドサー
ビスで特許権に関する「方法」「プログラム」が実施されている場合でも、事業会社がクラウド
サービスに対して支配管理の関係にあるとして侵害が認められる可能性がある。
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⑷　事業会社によるBtoBビジネス

最後に、ソフトウエア開発会社からソフトウエアの提供を受けた事業会社が別の事業会社と連
携して当該ソフトウエアを実行することにより一般消費者にサービスを提供する場合について検
討する。このようなケースでは、複数の事業会社のサーバ装置が分担してソフトウエアを実施す
る場合がある。ここで、クレームのカテゴリーが「装置」である場合は、単一の事業会社のサー
バ装置がこのクレームの構成要素全てを充足しないと、非侵害であるとみなされるおそれがあ
る。なお、この場合でも複数の事業会社のうちある事業会社のサーバ装置により実施される行為
が自社の特許権に関するソフトウエアのみに用いられる等に該当する場合は間接侵害について検
討の余地がある。
また、クレームのカテゴリーが「方法」「プログラム」である場合にも、複数の事業会社のう
ちある事業会社のサーバ装置により実施される行為が自社の特許権に係る方法やプログラムのみ
を実施するために用いられる等に該当する場合は間接侵害が成立する可能性がある。
一方、複数の装置を備えたシステムのクレームを立てておいた場合は、連携している複数の事
業会社のうちある事業会社が別の事業会社を支配管理している関係にあるときには、この支配管
理している事業会社に対して侵害行為を問うことができる可能性がある。

４．外国出願を考慮したクレームのカテゴリーの決定方法

上述したように日本出願ではプログラムや記録媒体といった様々なカテゴリーのクレームが認
められているが、米国、欧州、中国等の外国出願では一部のカテゴリーのクレームが認められな
い場合がある。
例えば、米国ではプログラムのクレームが認められていないため、代わりに記録媒体のクレー
ムを規定する。米国ではコンピュータソフトウエア関連発明について特許出願を行うにあたり、
装置、方法、記憶媒体の３つのカテゴリーのクレーム、またはこれらの３つのいちいずれか１つ
または２つのカテゴリーのクレームを立てるのが一般的である。その際に、単に記録媒体という
記載だけだと一時的な伝搬信号それ自体（transitory propagating signals per se）であると解釈
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され、米国特許法第101条の規定により拒絶される可能性があるため、クレームでは「非一時的
な有形の記録媒体（non-transitory tangible medium）」と規定する必要がある。
また、欧州特許出願について、審査ガイドラインにはコンピュータプログラムそれ自体は特許
可能な発明から除外されるが、更なる技術的効果が得られるコンピュータプログラムは特許可能
な発明であると規定されている。ここで、更なる技術的効果の例として、審査ガイドラインに
は、プログラムの影響下における、工業的なプロセスの制御、物理的存在を表すデータの処理、
あるいはコンピュータ自身又はそのインタフェースの内部機能の分野において、プロセスの効率
や安全性、コンピュータリソースの管理、通信時のデータ転送速度などに影響を与えるような効
果が挙げられている。また、欧州特許出願では、プログラムが実行されるときの手順を示す方法
クレームやプログラムが記録された記録媒体のクレームについては保護対象となる。
欧州特許出願において注意しなければならないのは、原則として１つのカテゴリー（物、方
法、使用）について１つの独立クレームしか認められていないことである。ここで、物のカテゴ
リーには装置、システム、プログラムが含まれるので、プログラムの独立クレームを規定した場
合は装置クレームやシステムクレームの独立クレームを規定することができない点に留意すべき
である。上述したようにプログラムのクレームについては特許可能な発明から除外される可能性
もあるので、安全サイドをみるなら装置クレームと方法クレームの２つの独立クレームを立てて
おくことが望ましいといえる。
中国では米国と同様にプログラムのクレームは認められていない。一方、プログラムが記録さ
れた記録媒体については、2017年４月１日から開始された中国特許審査指南の改訂版の運用によ
って認められるようになった。

５．特許明細書の作成にあたって

コンピュータソフトウエア関連発明の特許明細書を作成するにあたりどのカテゴリーのクレー
ムを立てるか迷う場合があるが、クレーム発明のカテゴリーの選択においては、基本的には方法
クレームやプログラムクレームをベースにしつつ、自社および競合相手のビジネスの態様、およ
び自社や競合相手がソフトウエアやサービスを提供する相手の属性等によって最適なカテゴリー
を選ぶことが好ましい。また、外国出願を検討する場合は、出願対象となる国の審査状況に合わ
せたカテゴリーのクレームを検討する必要がある。
 次回（分割出願）に続く


